
成蹊学園時間給職員募集要項（学生相談室カウンセラー） 
 

求

人

先 

名称 学校法人 成蹊学園 

代表者 理事長 小林 健 

事業内容 教育・研究 

ＵＲＬ https://www.seikei.ac.jp/gakuen/ 

就

業

場

所 

名称 成蹊大学 学生サポートセンター 学生相談室 

所在地 〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1 

交通 

＜最寄駅＞ ＪＲ・京王井の頭線 吉祥寺駅 

北口バスのりば 1・2番より関東バスで約 5分 成蹊学園前下車 

       あるいは徒歩約 15分 

ＵＲＬ https://www.seikei.ac.jp/university/ 

勤

務

条

件 

就業時間 

月曜日～金曜日のうち最大週 5日 

（始業）9 時 00分～（終業）17時 00分 

休憩時間：11 時 30分～12時 30分（60分） 

 

※時間給に勤務時間数を乗じた額を当月末日締め翌月 20日に支払います。 

※時間外及び休日に勤務をお願いする場合があります。 

※上記と異なる時間帯の契約とする場合もあります。 

休日 上記勤務日以外の曜日、国民の祝日、学園の定めた休日 

受動喫煙防止

措置の状況 
学園キャンパス内全面禁煙の方針（全面禁煙に向けて卒煙所を設置中） 

採 

用 

条 

件 

採用予定日 2026年 6月 1日 

契約期間 2026年 6月 1日 ～ 2027年 3月 31日（以降、年度毎に最大 2 回までの更新制度あり） 

試用期間 試用期間なし 

業務内容 

①学生への個別カウンセリング 

②教職員等へのコンサルテーション 

③配慮文書や電子メール等の英文作成、英訳 など 

応募資格 

①英語でのカウンセリング、コンサルテーションができる方 

②臨床心理士または公認心理師の資格を有し、臨床経験３年以上の方 ※ 

③学生相談経験の有無は問いませんが、関心・熱意のある方 

 ※両資格を有する方が望ましい。 

職種 時間給職員（カウンセラー） 採用予定人数 若干名 



待 

遇 

賃金 

(1)基本賃金：時間給 2,520円に勤務時間数を乗じた額を当月末日締め翌月 20日に

支払います。 

英語対応手当（一月当たり上限 50,000円） 

その他、時間外手当、通勤交通費の支給あり。 

(3)賃金支払日：毎月 20日 

(4)支払方法：所定銀行口座への振込による 

(5)賃金支払い時の控除：有（所得税、住民税、社会保険料） 

(6)昇 給：無 

(7)賞 与：無 

(8)退職金：無 

各種社会保険 

・社会保険の加入：有（週勤務時間が 20時間以上の場合） 

・雇用保険の適用：有（週勤務時間が 20時間以上の場合） 

・労災保険の適用：有 

応 

募 

応募書類 

以下の 6点を郵送・必着のこと。 

（1）履歴書（写真貼付)  1通 

（2）研究業績リスト   1通 

（3）臨床心理士の資格証明書の写し（また、もしあれば、公認心理師登録証の写し） 

（4）これまでの臨床経験と学生相談についての抱負（A4サイズ 1枚） 

（5）英語の能力が確認できるものがあればその写し 

（6）返信用封筒（定型、宛名明記、切手不要） 

応募締切 2026年 5月 8日 （郵送・必着） 

書類提出先 

及び 

問合せ先 

〒180-8633 

東京都武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1 

  学校法人成蹊学園 総務部人事課  

     時間給職員採用担当 行 

 

※提出用封筒に「学生相談室カウンセラー」希望」と明記してください。 

※応募書類はお返しいたしませんが、選考以外の目的で使用することは 

一切いたしません。 

  

（問合せ先） 

 労働条件に関する件 成蹊学園 総務部人事課  ℡.0422-37-3505 

 業務内容に関する件 成蹊大学学生相談室    ℡.0422-37-3807 

選考方法 書類選考の上、通過者には、面接試験等の詳細をお知らせします。 

 ※勤務条件・待遇等につきましては、成蹊学園時間給職員就業規則を適用します。 


